
学生支援係は
対象学生の助言指導

教員へ連絡

学生は学生支援係（275－6727）へ連絡

助言指導教員は学生を
助言指導する

針刺し・切創・粘膜暴露事故

暴露部位を流水と石けんで洗い流す

実習担当医師へすぐに報告

患者血清のウイルス検査
受傷者(学生)のウイルス・肝機能検査

受傷者（学生）の
ウイルス・肝機能検査

検査部へ検体を持参し針刺し・粘膜暴露であることを伝える

実習担当医師は医務課（5150）へ電話連絡。
受傷者（学生）のカルテを作成。

主保険で「自費」を選択。

針刺し事故専用画面より医師がオーダー入力
主保険：患者は全特校、受傷者（学生）は自費

学生支援係は
感染制御部門へ連

絡（5708）

  患者を特定できない                    患者を特定できる

学生は学生支援係へ検査結果を報告
学生保険申請の相談

検査費用は自費
あとで保険から支払われる。

【フォローアップ検査】

・学生生活委員会から感染制御部門に依頼する

検査結果を確認してその後の対応を相談

患者がHIV＋→２時間以内に抗HIV薬内服
患者のHBV＋、事故者HBs抗体－→消化器内科

その他→３か月、６か月、必要であれば１年後再検

・１、３、６、１２か月後の検査について、学生は学生支援係へ相談する


